
省

令

告

示

第
一
号
の
表
一
号
の
項
中「
大
津
市
か
ら
京
都
府
久
世
郡
久
御
山
町
ま
で
」
を
「
三
島
市
か
ら
沼
津
市
ま
で

大
津
市
か
ら
京
都
府
久
世
郡
久

御
山
町
ま
で
」
に
改
め
、
第
二
号
の
表
県
道
矢
吹
小
野
線
の
項
中
「
玉
川
村
」
を
「
石
川
町
」
に
改
め
る
。

平成™˜年�月™�日 月曜日 第œ˜™—号官 報
〇
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
十
八
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
一
年
国
家
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

林

幹
雄

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
表
県
道
矢
吹
小
野
線
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成

二
十
一
年
八
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

同
部
達
山
会
の
う
ち
６
中

「
亀
岡
高
夫
先

1
4¶
5
6
0¶
0
0
0
千
代
田
区

生
を
偲
ぶ
と

と
も
に
亀
岡

よ
し
た
み
君

を
励
ま
す
会

（
7
2
8人
）

」

を

「
亀
岡
高
夫
先

1
5¶
5
6
0¶
0
0
0
千
代
田
区

生
を
偲
ぶ
と

と
も
に
亀
岡

よ
し
た
み
君

を
励
ま
す
会

（
7
2
8人
）

」

に
改
め
、

同
部
達
山
会
の
う
ち
７
中

「
j
ユ
ニ
カ

1¶
0
0
0¶
0
0
0
新
宿
区
」

を

「
j
ユ
ニ
カ

1¶
0
0
0¶
0
0
0
新
宿
区

三
澤
j

1¶
0
0
0¶
0
0
0
新
宿
区
」

に
改
め
、

同
部
達
山
会
の
う
ち
８
中

「（
借
入
金
）

亀
岡
偉
民

3¶
0
0
0¶
0
0
0」

を

「（
借
入
金
）

亀
岡
偉
民

2¶
0
0
0¶
0
0
0」

に
改
め
、

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
四
号

確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
十
七
条
及
び
第
六
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
確
定

給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

Å
添

要
一

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
掛
金
の
引
上
げ
の
猶
予
）

第
十
四
条

財
政
再
計
算
に
お
い
て
計
算
し
た
掛
金
の
額
が
前
回
の
財
政
計
算
に
お
い
て
計
算
し
た
掛
金
の
額
を
上
回

る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
実
施
事
業
所
の
経
営
の
状
況
が
悪
化
し
た
こ
と
に
よ
り
事
業
主
が
掛
金
を
拠
出
す
る
こ

と
に
支
障
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
算
定
す
る
こ
と
と
な
る
同
項
に
規
定
す
る
掛
金
の
額
は
、
前

回
の
財
政
計
算
に
お
い
て
計
算
し
た
掛
金
の
額
以
上
、
当
該
財
政
再
計
算
に
お
い
て
計
算
し
た
掛
金
の
額
以
下
の
範

囲
内
に
お
い
て
規
約
で
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条

第
五
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
額
が
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
掛
金
の
額
を
上
回
る
場
合
で
あ
っ

て
、
か
つ
、
実
施
事
業
所
の
経
営
の
状
況
が
悪
化
し
た
こ
と
に
よ
り
事
業
主
が
掛
金
を
拠
出
す
る
こ
と
に
支
障
が
あ

る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
拠
出
す
る
掛
金
の
額
は
、
当
該
上
回
る
額
以
下
の
範

囲
内
に
お
い
て
規
約
で
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
過
去
勤
務
債
務
の
額
の
特
例
）

第
十
六
条

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
日
を
計
算
基
準
日
と
し

て
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
掛
金
の
額
の
再
計
算
を
す
る
場
合
に
は
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
過
去
勤
務
債
務
の
額
か
ら
、
第
五
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
の
額
の
全
部
又
は
一
部
を

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
八
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
新
声
会
か
ら
訂
正
の
報
告

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
七
百
号
（
政
治
資
金
規

正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
要
旨
（
平
成
十
五
年
分
）
を
公
表

す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

佐
藤

勉

〔
資
金
管
理
団
体
〕
の
部
新
声
会
の
う
ち
７
中

「
東
京
魚
市
場

1¶
0
0
0¶
0
0
0
都
・
中
央

卸
e

区
」

を

「
東
卸
政
策
推

1¶
0
0
0¶
0
0
0
都
・
中
央

進
協
力
会

区
」

に
改
め
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
八
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
新
声
会
及
び
宏
池
会
（
星

野

尚
昭
）
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
総
務
省

告
示
第
千
百
三
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政

治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で

要
旨
（
平
成
十
六
年
分
）
を
公
表
す
る
件
）
の
一
部
を
次

の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

佐
藤

勉

〔
資
金
管
理
団
体
〕
の
部
新
声
会
の
う
ち
７
中

「
東
卸
政
策
推

8
0
0¶
0
0
0
都
・
中
央

進
協
議
会

区
」

を

「
東
卸
政
策
推

8
0
0¶
0
0
0
都
・
中
央

進
協
力
会

区
」

に
改
め
る
。

〔
そ
の
他
の
政
治
団
体
〕
の
部
宏
池
会（
星
野

尚
昭
）

の
う
ち
７
中

「
山
形
県
農
協

1¶
5
0
0¶
0
0
0
山
形
市

政
治
連
盟

」

を

「
山
形
県
農
協

1¶
5
0
0¶
0
0
0
山
形
市

政
治
連
盟

新
政
治
問
題

2
8
0¶
0
0
0
千
代
田
区

研
究
会

」

に
改
め
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
三
百
八
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四

号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
、
新
声
会
、
達
山
会
及
び
森

田
健
作
政
経
懇
話
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年

総
務
省
告
示
第
四
百
九
十
号
（
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定

に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
要
旨
（
平
成
十
七
年
分
）
を
公
表
す
る
件
）

の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

佐
藤

勉

〔
資
金
管
理
団
体
〕
の
部
新
声
会
の
う
ち
７
中

「
東
卸
政
策
推

8
0
0¶
0
0
0
都
・
中
央

進
協
議
会

区
」

を

「
東
卸
政
策
推

8
0
0¶
0
0
0
都
・
中
央

進
協
力
会

区
」

に
改
め
、

同
部
達
山
会
の
う
ち
３
中

「
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の

1
4¶
5
6
0¶
0
0
0

他
の
事
業
に
よ
る
収
入

亀
岡
高
夫
先
生
を
偲

1
4¶
5
6
0¶
0
0
0

ぶ
と
と
も
に
亀
岡
よ

し
た
み
君
を
励
ま
す

会
」

を

「
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の

1
5¶
5
6
0¶
0
0
0

他
の
事
業
に
よ
る
収
入

亀
岡
高
夫
先
生
を
偲

1
5¶
5
6
0¶
0
0
0

ぶ
と
と
も
に
亀
岡
よ

し
た
み
君
を
励
ま
す

会
」

に
、

「
借
入
金

3¶
0
0
0¶
0
0
0

亀
岡
偉
民

3¶
0
0
0¶
0
0
0」

を

「
借
入
金

2¶
0
0
0¶
0
0
0

亀
岡
偉
民

2¶
0
0
0¶
0
0
0」

に
改
め
、
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